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令和元年度第 1回定期監査の結果報告について 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定による第 1回定期監査を実施したので、同条第 9項の

規定によりその結果を報告します。 



令和元年度 第１回定期監査報告書 

 

１ 監査の種類 

定期監査 

 

２ 監査を実施した監査委員名 

稚内市監査委員  村 里  範 生 

稚内市監査委員  伊 藤  正 志 

 

３ 監査の概要 

（1）監査の実施期間 

令和 2年 1月 21 日から令和 2年 3月 27 日まで 

（2）監査の対象とした部局 

全部局（企業会計所属部署を除く。） 

（3）監査の対象とした範囲 

平成 30 年度 支出事務 第 13 節「委託料」 

（4）監査の着眼点 

委託料の支出が、関係諸法令に準拠して適正に施行され、違法・不当な支出、適正

かつ効率的に行われているかどうかを基本方針として実施した。 

 

４ 監査の結果 

今回の定期監査は、支出事務を対象とし、支出科目『委託料』について、全庁各部

局【17 課】を対象として事前調査を行い、うち 4 部【7 課】を抽出して監査を実施し

た。 

監査の実施に当たっては、委託料に係る支出等の事務の執行が適正かつ効率的に行

われているかどうかを主眼として、また、所管課において一連の契約事務手続が法令

や内部規程に準拠して適正に執行されているか等について、提出を受けた関係書類等

を審査し、事実確認のため担当職員から事情聴取を行った。 

その結果、委託先事業者及び指定管理者との契約手続等は、おおむね適正に処理さ

れていたが、一部の帳票において記載の不備が見受けられた。担当課においては特に、

相手方から提出された書類の記載内容の検証に努められたい。 

また、コンピュータシステムの委託内容については、その性質上、積算額の検証ひ

とつをとっても専門的な知識となる。システムの導入及び改修やその保守に当たって

は、これまで同様に適正な設計額の検証、共通経費の圧縮など、経費の抑制に努める

とともに、システムの有効活用に取り組んでいただきたい。 

一方、指定管理者制度の運用については、協定内容に関して担当課の理解と解釈が



不十分と思われる事例があり、その監査対象施設では不用額とすべき人件費が流用さ

れ、流用先科目の当初予算額から大きく乖離した支出が行われていた。支出総額が年

度協定書に定められた金額の範囲内であったとはいえ、精算制を採用した指定管理施

設であることから、流用と支出の経過について何らかの協議記録を残すべきものであ

る。このような協定を締結するに当たっては指定管理者の予算執行権の裁量と市の監

督権の境界を明確にするなど、施設の実態に則した協定内容となるよう検討していた

だくとともに、締結した協定書の内容を充分理解した上で運用していただきたい。 

今後も業務の外部委託を行うに当たっては、委託金額の妥当性について検討すると

ともに、情報セキュリティの確保に努め、市民の利便性と満足度の向上に繋がるよう、

関係者との良好な協力関係の確保に努めていただくことを望むものである。 



〔別表〕 

令和元年度 第 1 回定期監査「実施箇所」一覧表 

 

 

■支出事務：第 13 節『委託料』 

 

№ 監 査 執 行 部 課 名 
執行

件数 
款項目節 委託料の名称 

1 

総 務 部 総 務 防 災 課 2 件 

 2・ 1・ 13・13 統合型地理情報システム保守業務委託料 

2  2・ 1・13・13 基幹系情報業務システム保守業務委託料 

3 

生活福祉部 

総 合 窓 口 課 1 件  3・ 1・ 3・13 国民年金システム改修業務委託料 

4 社 会 福 祉 課 1 件  3・ 3・ 1・13 生活保護システム改修業務委託料 

5 健康づくり課 1 件  3・ 2・ 1・13 
早期療育通園センター管理運営業務委託

料 

6 環境水道部 環境エネルギー課 1 件  2・ 1・17・13 
再生可能エネルギー地産地消モデル構築

業務委託料 

7 

教 育 部 

教 育 総 務 課 1 件 10・ 4・ 9・13 総合文化センター管理運営業務委託料 

8 

社 会 教 育 課 3 件 

10・ 5・ 3・13 総合体育館管理業務委託料 

9 10・ 5・ 3・13 体育館管理業務委託料 

10 10・ 5・ 3・13 緑体育館管理業務委託料 

 


